
長内 隆
(一社)青森県歯科技工士会　注:
『歯科技工録』に関して歯科技工士の義務から
技工所開設者の義務に変更になりました。
官報に正誤表と共に通知されております。
（参孝）末尾は旧官報です。



長内 隆
※改正はこちらです。





長内 隆
第十五条　　歯科技工士は→開設者は　となります。


